
                                    

東海歯科衛生士専門学校学則 

  

第１章 総    則 

 

（名  称） 

第 １ 条 この専修学校は、東海歯科衛生士専門学校（以下「本校」という。）という。 

 

（位  置） 

第 ２ 条 本校は、静岡県浜松市中区東田町 36 番地８に置く。 

 

（目  的） 

第 ３ 条 本校は、教育基本法の精神に則り、学校教育法に従い、歯科衛生士を養成す

ることを目的とする。 

 

（自己点検等） 

第 ４ 条 本校は、教育研究の水準の向上を図り、本校の目的及び社会的使命を達成す

るために教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行う。 

   ２ 前項の点検及び評価について必要な事項は、別に定める。 

 

（課程、学科、定員、修業年限及び入学資格） 

第 ５ 条 課程、学科及び生徒の定員については、次のとおりとする。 

課  程 学  科 昼夜別 
一学年の 

定  員 
総定員 

修業 

年限 
学級数 

医療専門課程 歯科衛生士科 昼 ４０人 １２０人 ３年 ３ 

 

２ 本校の入学資格は、学校教育法第９０条第１項及び第１２５条第３項により

高等学校若しくはこれに準ずる学校を卒業した者又は文部科学大臣の定める

ところによりこれに準ずる学力があると認められた者とする。 

 

 

 

 

 



                                    

第２章 学年、学期及び休業日 

（学  年） 

第 ６ 条 学年は、４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

 

（学  期） 

第 ７ 条 学年を次の２学期に分ける。 

 （１）前期 ４月１日から９月３０日まで 

 （２）後期 １０月１日から翌年３月３１日まで 

 

(休 業 日) 

第 ８ 条 休業日は次のとおりとする。ただし、校長は必要があると認める場合には、

休業日を変更することができる。 

 （１）国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

 （２）日曜日 

（３）春季休業日   ３月２７日から４月 ９日まで 

（４）夏季休業日   ８月 １日から８月３１日まで 

（５）冬季休業日  １２月２５日から１月 ７日まで 

（６）その他校長が必要と認めた日 

 

第３章 教育課程及び授業日時数 

 

（教育課程及び授業時数） 

第 ９ 条 教育課程及び授業時数は、別表１のとおりとする。 

 

（年間授業日数） 

第１０条 年間授業日数は１７０日とする。 

 

（授業時間） 

第１１条 授業時間は、９時００分から１６時１０分までとする。 

 

（授業時間の単位数への換算） 

第１２条 授業科目の授業時間数を単位数に換算する場合においては、一単位の授業科

目を４５時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業

方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、

一単位の授業時間数は、講義及び演習については１５時間から３０時間、実験、

実習及び実技については３０時間から４５時間の範囲で定めることとする。 

 



                                    

（入学前の履修科目） 

第１３条 歯科衛生士学校養成所指定規則別表に定める大学、高等専門学校、養成施設

等において既に履修した科目について、本人の申請に基づき、個々の既習の学

習内容を評価し、本校における教育内容に該当すると認められる場合には、総

取得単位数の２分の１を超えない範囲で履修を認める。  

２ 履修の認定に関する事項は、別に定める。 

 

第４章 入学、退学、休学、転学等 

 

（入学時期） 

第１４条 本校の入学時期は、学年の始めとする。 

 

（入学手続） 

第１５条 本校の入学手続は、次のとおりとする。 

    (1) 本校に入学しようとする者は、本校の定める入学願書に必要事項を記載

して、第３１条に定める入学検定料及び募集要項に記載されている必要書

類を添えて指定期日までに出願しなければならない。 

(2) 前項の手続きを終了した者に対して入学試験を行い、入学者を決定する。 

    (3) 本校の入学試験に合格した者は、指定期日までに第３２条に定める入学

金を添え手続をとらなければならない。 

 

（入学試験） 

第１６条 入学試験は、推薦入学試験と一般入学試験とに分けて行う。 

２ 入学試験は、書類審査、筆記試験及び面接等により行うものとし、学習能力、

人格、性行等を総合的に判定し、合否を決定する。 

     ただし、推薦入学試験は、別に定める推薦基準により、筆記試験を免除する

ことができる。 

 

（退学及び除籍） 

第１７条 退学しようとする者は、その事由を記して校長に願い出、許可を受けなけれ

ばならない。 

   ２ 次に掲げる各号の一に該当する者は、職員会議を経て、校長が除籍する。 

(1) 長期間にわたり行方不明の者 

(2) 第１８条に定める休学期間を超えてなお修学できない者 

(3) 授業料等の納付を無断で怠り、督促してもなお納付しない者 

(4) 死亡した者 

 



                                    

（休  学） 

第１８条 病気又はやむを得ない事由によって、休学しようとする者は、その事由を記

して校長に願い出、許可を受けなければならない。 

２ 校長は、教育上必要であると認めたときには、３ヶ月以上 1 年以内の期間

で休学を許可することができる。 

３ 休学の期間を延長しようとするときは、あらためて、校長に願い出、許可を

得なければならない。 

 

（復  学） 

第１９条 休学中の者が復学しようとするときは、校長に願い出、許可を得なければな

らない。 

   ２ 校長が、復学にあたって医師の診断書が必要であると認めた場合には、前項

の願い出に添えて提出しなければならない。 

 

（転入学、編入学） 

第２０条 転入学及び編入学においては、別に定める。 

   

（出席停止） 

第２１条 校長は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成

10 年法律第 114号）その他伝染病の予防に関して法が規定する伝染病にか

かり、又はそのおそれのある生徒に対して、出席停止を命ずることができる。 

 

第５章 成績評価、課程の修了及び卒業 

 

（成績評価） 

第２２条 授業科目の成績評価は、学年末において、各学期において行う試験、実習の

成果、履修状況等を総合的に勘案して行う。 

２ 授業科目の出席時数が授業時数の３分の２に達しない者は、その科目の評価

を受けることができない。但し、臨床臨地実習においては、出席時数が授業時

数の５分の４に達しない者はその科目の評価を受けることができない。 

 

（卒業及び課程の修了の認定） 

第２３条 前条に定める授業科目の成績評価に基づいて、校長は、履修の認定を行い、

卒業又は各学年の課程の修了（進級）の認定を行う。 

 

（卒業証書の授与） 

第２４条 校長は、所定の全課程を修了したと認めた者には、修了した課程の名称及び



                                    

修業年限を記載した卒業証書を授与する。 

 

（称号の付与） 

第２５条 前条により、専門課程歯科衛生士科を修了した者には、専門士（医療専門課

程）の称号を授与する。 

 

第６章 職    員 

 

（教職員組織） 

第２６条 本校に次の教職員を置く。 

（１）校  長   １人 

（２）教  員   ４人以上 

（３）事務職員   １人以上 

（４）学 校 医   １人以上 

 

第７章 委 員 会 

 

第２７条 学科内に、教務委員会、運営委員会を置く。 

２ 教務委員会、運営委員会に関する必要な事項は、別に定める。 

 

第８章 賞    罰 

 

（ほ う 賞） 

第２８条 校長は、学業、人物その他について優秀な生徒をほう賞することができる。 

 

（懲  戒） 

第２９条 校長は、本校の規則に違反したり、本校の生徒の本分に反する行為があった

場合等において、教育上必要があると認める場合には、職員会議を経て、生徒

に懲戒を加えることができる。 

２ 懲戒は、退学、停学、謹慎及び訓告とする。 

３ 前項の退学は、次の各号の一に該当する場合に限る。 

（１）性行不良で改善の見込みがないと認められる者 

（２）学力劣等で成業の見込みがないと認められる者 

（３）正当の理由がなくて出席が常でない者 

（４）学校の秩序を乱し、その他生徒の本分に反した者 

   ４ 停学、謹慎及び訓告は、別に定める。 

 



                                    

第９章 授業料、入学検定料及び入学金等 

 

（授業料等） 

第３０条 本校の授業料及び施設費は、別表２のとおりとし、学校の指定する期日まで

に納入するものとする。 

２ 授業料及び施設費を期限内に納入しないときは、学校は遅滞なく期限を附し

督促するものとする。 

３ 校長は、前項の督促をしてもなお、授業料等を納入しないときは、特別な事

情がある場合を除くほか、その者を出席停止又は除籍することができる。 

 

（入学検定料） 

第３１条 入学を志願する者は、別表２の入学検定料を納付しなければならない。 

２ 入学検定料の納付は、入学願書提出と同時に行うものとする。 

 

（入 学 金） 

第３２条 入学試験に合格した者は、定められた期日までに入学金を納付しなければな

らない。 

２ 校長は、前項の入学金を納付した者に対して、入学を許可する。 

 

（返  還） 

第３３条 既に納付した授業料、施設費、入学検定料及び入学金は、原則として返還し

ない。ただし、校長が、特別の事情があると認めた者には、返還することがで

きる。 

 

（授業料等の減免等） 

第３４条 校長は、特別の事情があると認めた者には、授業料等を減免することができ

る。 

２ 休学期間中の授業料は徴収しない。 

 

第１０章 附 帯 教 育 

（附帯教育） 

第３５条 本校の附帯教育は、次の通りとする。 

課程 学科名 修業期間 入学資格 

昼間課程 国家試験受験対策

コース 

１ヵ年 本校の歯科衛生士科の卒業生で、国

家試験が不合格の者 

   ２ 附帯教育の授業料その他必要な事項は、別に定める。 



                                    

 

第１１章 雑    則 

（健康診断） 

第３６条 学校保健安全法第１３条の規定に基づき、健康診断を毎年１回、別に定める

ところにより実施する。 

 

（細  則） 

第３７条 この学則の施行上必要な細則は、校長が別に定める。 

 

附    則 

 

１ この学則は、平成１７年４月１日から実施する。 

２ この学則は、平成１８年４月１日から実施する。 

３ この学則は、平成１９年４月１日から実施する。 

４ この学則は、平成２０年４月１日から実施する。 

但し、平成２０年４月１日前に入学した者については、別表１及び別表２の規定に

かかわらず従前のとおりとする。 

５ この学則は、平成２１年４月１日から実施する。 

  但し、平成２１年４月１日前に入学した者については、別表１及び別表２の規定に

かかわらず従前のとおりとする。 

６ この学則は、平成２２年４月１日から実施する。 

但し、平成２２年４月１日前に入学した者については、別表２の規定にかかわらず

従前のとおりとする。 

７ この学則は、平成２３年４月１日から実施する。 

但し、平成２３年４月１日前に入学した者については、別表２の規定にかかわらず

従前のとおりとする。 

８ この学則は、平成２４年４月１日から実施する。 

  但し、こども教育専攻科については、平成２６年４月１日から実施する。 

９ この学則は、平成２６年４月１日から実施する。 

（１）平成２６年４月１日前に入学した者については、別表１の規定にかかわらず従

前のとおりとする。 

 （２）第２５条については、平成２６年３月１日から実施する。 

10 この学則は、平成２７年４月１日から実施する。 

但し、平成２７年４月１日前に入学した者については、別表１の規定にかかわらず

従前のとおりとする。 

11 この学則は、平成２８年４月１日から実施する。 

但し、平成２８年４月１日前に入学した者については、第５条、第９条別表１、第



                                    

10 条、第 13 条、第 26 条、第 30 条別表２および第 35 条の規定にかかわらず従

前の規定による。 

12 この学則は、平成２９年４月１日から実施する。 

13 この学則は、平成２９年４月１日から実施する。 

但し、平成２９年４月１日前に入学した者については、別表１の規定にかかわらず

従前のとおりとする。 

14 この学則は、平成３０年４月１日から実施する。 

但し、平成３０年４月１日前に入学した者については、別表１の規定にかかわらず

従前のとおりとする。 

15 この学則は、平成３１年４月１日から実施する。 

但し、平成３１年４月１日前に入学した者については、別表１の規定にかかわらず

従前のとおりとする。 

16 この学則の第２５条については、平成３１年３月１日から実施する。 

17 この学則は、令和２年４月１日から実施する。 

18 この学則は、令和３年４月１日から実施する。 

但し、令和３年４月１日前に入学した者については、別表２の規定にかかわらず従

前のとおりとする。 

19 この学則は、令和３年４月１日から実施する。 

20 この学則は、令和３年４月１日から実施する。 

21 この学則は、令和３年９月１日から実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    

東海歯科衛生士専門学校 歯科衛生士科学則実施細則 

（目  的） 

第１条 この実施細則は、東海歯科衛生士専門学校学則（以下「学則」という。）歯科衛

生士科について、必要なことを定めることを目的とする。 

 

（用語の定義） 

第２条  この細則で用いる用語の定義は、別に定めるもののほかに次のとおりとする。 

（１） 授業とは、学則第９条別表１の科目の教育を実施することをいう。 

（２） 授業日とは、授業を行う日をいう。  

（３） 開校日とは、授業以外の行事のみを行う日をいう。（入学式等） 

（４） 休業日とは、（２）、（３）以外の日をいう。 

（５） 欠席とは、１日の授業又は行事をすべて受講（出席）しない場合をいう。 

（６） 欠課とは、１時間の授業で授業を受講しない時間が 15 分を超過した場合を      

いう。 

（７） 遅刻とは、１時間の授業開始時刻から 15 分以内に出席した場合をいう。 

（８） 早退とは、１時間の終了時刻前 15分以内に退室した場合をいう。 

 

（養成所の種類及び一学年の定員、修業年限、及び学級数） 

第３条  養成所の種類、一学年の定員、修業年限、及び学級数は次のとおりとする。 

養成所の種類 一学年の定員 修業年限 学級数 

歯科衛生士養成所 ４０名 ３年 ３ 

 

（授業時間の単位数への換算） 

第４条 学則第１１条で定める授業時間の単位数への換算は、講義及び演習については、

１５時間を 1 単位、実験、実習及び実技については、３０または４５時間を 1 単

位，臨床臨地実習については、４５時間を１単位とすることを基準とし、各科目の

単位数への換算は、学則第９条の別表１により定める。 

 

（在学期間） 

第５条  6 年を超えて在学することはできない。 

 

（欠席・遅刻・早退等） 

第６条  欠席、遅刻、早退、欠課をする場合には、事前に届出をしなければならない。 

またやむを得ない事由等により事前での届出ができない場合は、必ず電話連絡をし、

事後すみやかに届け出ること。 

２ 遅刻、早退は、各科目３回で 1時間の授業の欠課として換算される。（端数切



                                    

捨て） 

  ３ 病気やその他の理由により長期（1 ヶ月以上）にわたり欠席する場合には、医

師の診断書もしくは、保護者の理由書を提出すること。 

 

（公認欠席） 

第７条 次の項目に該当し、公認欠席の適用を受けようとする学生は、公認欠席・特別

欠席届（様式１）により原則３日前までに届け出なければならない。 

（１） 校長の承認を受け、就職のための試験、ガイダンス等に参加する場合（最

大５回） 

（２） 校長の承認を受け、対外行事に参加する場合 

（３） 公的交通機関の運休、遅延等 

（４） 災害、その他不可抗力の事故 

（５） その他校長が認めた場合 

２ 公認欠席が認められた場合の欠席、遅刻、及び早退については、出席をしたも

のとして扱う。但し、授業科目については、欠課扱いとなる。 

 

（特別欠席） 

第８条 次の項目に該当し、特別欠席の適用を受けようとする学生は、公認欠席・特  

別欠席届（様式１）により届け出なければならない。 

（１）忌引 

    ① 父、母、子、配偶者   ５日 

    ② 兄弟、姉妹、祖父母   ３日 

    ③ 3 親等以内       １日 

  （２）学校保健安全法に基づく感染症による出席停止 

  （３）その他校長が認めた場合 

  ２ 特別欠席は、出席すべき日数から除外する。但し、授業科目については、欠課

扱いとなる。 

 

（退学） 

第９条 退学しようとする者は、退学願（様式２）により学生・保護者連署のうえ願い

出て、校長の許可を受けなければならない。 

 

（休学）  

第 10 条 病気その他やむを得ない事由により休学しようとする者は、休学願（様式   

３）により学生・保護者連署のうえ願い出て、校長の許可を受けなければならな

い。 

 



                                    

（復学） 

第 11 条 休学中の学生が復学しようとする場合には、復学願（様式４）により学生・

保護者連署のうえ願い出て、校長の許可を得なければならない。 

 

（試験） 

第 12 条 試験は、定期試験、随時試験、追試験、再試験及び再々試験とし、試験方法は、

筆記、レポート、実技、面接のいずれかとする。 

（１） 定期試験  

定期試験は、各学期末に一定の期間を定めて行う。 

（２） 随時試験 

随時試験は、科目担当教員が必要と認めた場合、適宜な時期に行う。 

（３） 追試験 

①追試験は、正当な理由で、定められた期日に定期試験が受けられなかった学

生に対して行う。 

    ②追試験を受けようとする者は、当該試験のあった日から 3 日以内に追試験

受験願（様式５）を提出し、校長の許可を得なければならない。 

③正当な理由とは、 

 ア 公欠又は特別欠席の場合 

 イ 病気、事故等による欠席で、校長が認めた場合 

 ウ その他校長が認めた場合 

（４） 再試験 

①再試験は、定期試験、追試験の結果、合格点に達していない者に対して、実

施する。 

    ②再試験を受験しようとする者は、決められた期日までに再試験受験願（様式

６の１）に 1 科目につき 2,000 円の試験料を添えて提出しなければならな

い。 

（５）再々試験 

① 再々試験は、再試験の結果、合格点に達していない者に対して、出席状況、

レポート、課題等の提出状況、受講態度等を考慮して、校長の許可を得た学

生を対象に実施する。 

    ② 再々試験を受験しようとする者は、決められた期日までに再々試験受験願

（様式６の２）に１科目につき２，０００円の試験料を添えて提出しなけれ

ばならない。 

 

（試験の受験資格） 

第 13 条 試験の受験資格は、次の条件を満たした者に与えられる。 

（１）各科目の出席時間数が、年間時間数の 3分の２以上の者 



                                    

（２）定められた学費が納められている者。但し、延納願が受理されている者はこ

の限りではない。 

（３）追試験、再試験、再々試験を受験する者については、第 13 条に定められ

た受験の手続が行われた者 

 

（試験の実施） 

第 14 条 試験は、試験監督の指示により指定された教室等で行われる。 

   ２ 遅刻は、原則として認めない。但し、公的交通機関の遅延等による場合にお

いては、試験監督の判断により入場を認めることがある。 

   ３ 試験開始後、30 分を越えた場合の退場は認める。 

    但し、一旦退場した場合の再入場は認めない。 

   ４ 正当な理由がなく試験に欠席した者に対しては、当該試験の点数は零点とす

る。 

 

（試験の合格） 

第 15 条 定期試験、再試験、再々試験は、６０点以上（100 点満点に対して）を合

格点とする。 

  ２ 追試験の試験点数は、素点の８割とし、６０点以上（100 点満点に対して）

を合格点とする。  

 

（授業科目の成績評価） 

第 16 条 授業科目の成績評価は、試験点数に、学習態度等を勘案して、各科目担当が

行う。 

   ２ 成績評価は、次の基準による。 

評価 点  数 合 否 

Ａ 100～80 点 合 格 

Ｂ 79～70 点 合 格 

Ｃ 69～60 点 合 格 

Ｄ 60 点未満 不合格 

   ３ 再試験、再々試験により、試験に合格した場合は、試験点数に関わらずＣ評

価（６０点）とする。 

   

（不正行為） 

第 17 条 試験において不正行為があった場合は、その学期におけるすべての授業の成

績評価を行わない。 

 

 



                                    

 

（授業科目の履修） 

第 18 条 学則第 9 条別表１に定める科目（臨床臨地実習以外の科）の出席時間数が、

年間時間数の 3 分の２に満たない者については、当該科目の履修を認めない。 

   ２ 学則第 9 条別表１に定める臨床臨地実習の出席時間数が、年間時間数の 5

分の 4 に満たない者については、当該科目の履修を認めない 

   

（進級・卒業・留年） 

第 19 条 進級、卒業の条件は、次の通りである。 

（１） 学則第 9 条別表 1 に定める当該学年の全科目について、履修が認められ、

成績評価が合格した者。 

（２） 当該年度までの学費、試験料等が納付されていること。 

   ２ 前項の条件を満たさない者は、原級に留まり、当該年度に係る全科目を再び

履修しなければならない。 

 

（ほう賞） 

第 20 条 学則第 25 条のほう賞は、次のものを対象とし、職員会議等で協議し、校長

の承認のうえ行う。 

（１） 在学期間を通じて無遅刻、無欠席、無早退の者 

（２） 在学期間を通じて学業成績が特に優れている者 

（３） 在学期間を通じて著しく努力の成果が認められる者 

（４） 社会への貢献度が大きく、本校の名誉を高めた者 

（５） その他、ほう賞に値すると認めた者 

 

（授業料等の延納） 

第 21 条 学校が指定する期日までに授業料等が納入出来ない場合は、延納願い（様式

７）を提出し、校長の許可を得なければならない。 

 

（授業料等の減免） 

第 22 条 授業料等の減免を受けようとする者は、授業料等の減免願いを提出し、校長

の許可を得なければならない。 

     ２ 減免についての必要な事項は、別に定める。 

 

（附則） 

１ この細則は、平成 18 年 4 月 1 日に実施する。 

２ この細則は、平成 29 年 4 月 1 日に実施する。（第７条が欠番になっていたため前詰

め） 



                                    

３ この細則は、平成 30 年 4 月 1 日に実施する。 

４ この細則は、令和２年４月１日に実施する。（欠席・欠課・早退・公認欠席・特別

欠席） 

５ この細則は、令和３年４月１日に実施する。（校名変更） 



                                    

時間数 単位 時間数 単位 時間数 単位 時間数 単位

化学 講義 15 1 15 1

生物学 講義 15 1 15 1

生化学 講義 30 2 30 2

歯科英語 講義 30 2 30 2

心理学 講義 30 2 30 2

倫理学 講義 30 2 30 2

120 8 30 2 0 0 150 10

解剖学 講義 30 2 30 2

組織・発生学 講義 15 1 15 1

生理学 講義 15 1 15 1

口腔生理学 講義 30 2 30 2

口腔解剖学 講義 30 2 30 2

口腔組織発生学 講義 15 1 15 1

歯牙解剖学 講義 15 1 15 1

病理学 講義 30 2 30 2

薬理学 講義 30 2 30 2

微生物学 講義 30 2 30 2

口腔衛生学  Ⅰ 講義 15 1 15 1

口腔衛生学  Ⅱ 講義 30 2 30 2

衛生学・公衆衛生学 講義 30 2 30 2

衛生行政・社会福祉 講義 15 1 15 1

栄養学 講義 30 2 30 2

315 21 45 3 0 0 360 24

歯科衛生士概論(2) 歯科衛生総論 講・演 30 1 30 1 60 2

歯科臨床総論 講義 15 1 15 1

歯科保存学 講義 30 2 30 2

歯周病学 講義 30 2 30 2

歯科補綴学 講義 30 2 30 2

口腔外科学 講義 30 2 30 2

小児歯科学 講義 30 2 30 2

矯正歯科学 講義 30 2 30 2

高齢者・障害者歯科学 講義 30 2 30 2

歯科予防処置論Ⅰ 講・実 90 3 90 3

歯科予防処置論Ⅱ 講・実 90 3 90 3

う蝕予防処置論 講・実 30 1 30 1 60 2

歯科保健指導論Ⅰ 講・実 60 2 60 2

歯科保健指導論Ⅱ 講・実 90 3 90 3

歯科保健指導論Ⅲ 実習 30 1 30 1

歯科栄養指導法 講・演 30 1 30 1

歯科診療補助論Ⅰ 実習 90 2 90 2

歯科診療補助論Ⅱ 実習 90 2 90 2

歯科診療補助論Ⅲ 講・実 30 1 30 1

歯科放射線学 講義 30 2 30 2

救急処置法/臨床検査法 講義 30 2 30 2

臨地・臨床基礎実習 実習 45 1 45 1

臨床実習Ⅰ 実習 225 5 225 5

臨床実習Ⅱ 実習 315 7 315 7

臨床実習Ⅲ 実習 315 7 315 7

390 12 795 31 720 18 1905 61

口腔健康管理Ⅰ 実習 90 2 90 2

口腔健康管理Ⅱ 講・演 45 1 45 1

口腔健康管理Ⅲ 講・演 60 2 60 2

情報処理業務 講・実 45 1 45 1

卒業研究 講・演 60 2 60 2

ケアコミュニケーション 講・演 30 1 30 1

総合学修 講･演 120 4 120 4

135 3 75 2 240 8 450 13

960 44 945 38 960 26 2865 108

別表１ 教育課程及び授業時数　　　

歯科衛生士科

小　計(規定54)

選
択
必
修
分
野

各校独自の職務の特
性に鑑みた内容(7)

合計

基
礎
分
野

科学的思考の基盤

人間と生活

小　計(規定10)

教育内容 授業科目
講義実
習の別

１学年 ２学年

小　計(規定7)

合　計(規定93)

小　計(規定22)

専
門
分
野

臨床歯科医学(8)

歯科予防処置論(8)

歯科保健指導論(7)

歯科診療補助論(9)

臨地実習(20)

３学年

専
門
基
礎
分
野

人体の構造と機能

歯・口腔の構造と機能

疾病の成り立ちと回復
過程の促進

歯・口腔の健康と予防
に関わる人間と社会の
仕組み(7)

 


